
令和３年３月新規高等学校等卒業予定者合同就職相談会実施要項 
 
１ 趣旨 

新規高等学校等卒業予定者のうち、就職先が未定の生徒とその保護者、進路指導担当
者等が、現在求人中の県内事業所から最新の情報を直接得ることで、早期に就職内定に
つなげる機会とする。 

 
２ 主催 

三重県商工会議所連合会、三重県商工会連合会、三重県中小企業団体中央会 
三重労働局、三重県雇用経済部、三重県環境生活部、三重県教育委員会 

 
３ 日時 

令和２年１２月１日（火）１４時～１６時（受付１３時３０分～） 
 
４ 場所 

プラザ洞津 ２階 飛翔の間、明日香の間 ３階 孔雀の間 
（津市新町１－６―２８） 

 
５ 参加対象事業所 

以下の２つの要件を満たす高卒求人票をハローワークに提出済みの事業所 
① 就業地が三重県内にある。 
② インターネット公開可で、各高校からの応募を可能としている。 

※ 申込みが定員を超えた場合は、抽選を行って参加事業所を決定する。 
 
６ 相談対象者 

県内高等学校及び特別支援学校の就職未内定生徒、保護者、進路指導担当者 
 
７ 内容 
(1) 参加事業所による就職相談 
(2) ハローワーク及び地域若者サポートステーション等による就職・進路相談 
※ 就職相談はフリー形式で、１回の時間を１５分程度とする。 
※ 参加生徒は、面談する直前に「生徒面談票」を事業所担当者に提出する。 

 
８ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する事項 
(1) 参加者について 

  ① 以下に該当する場合は、参加できない。 
    ・ １４日以内に海外への訪問歴がある。 
    ・ 当日、発熱等の症状がある。 
  ② 以下に該当する場合は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、参加について 
   慎重に検討していただく。 
    ・ 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方 
    ・ 県外にお住いの方 
    ・ 感染者が多数発生しているエリアにお住いの方 
 ③ 参加事業所は４０社程度とし、各事業所からの参加者は１名とする。 

  ④ 学校からの参加者は、生徒、保護者、教員、就職アドバイザーとし、各企業ブー
スで１度に説明をきくことができるのは、原則２名以内とする。 

  ⑤ 津公共職業安定所及び若者就業サポートステーション・みえ、県立津高等技術学
校からの参加者は、各１名とする。 

  ⑥ 事前申込制とする。 
  ⑦ 各自でマスクまたはフェイスシールドを用意し、着用する。 
  ⑧ 受付時に検温し、会場入場時には消毒する。 
 (2) 会場について 
  ① １会場が収容定員の５０％以内、かつ、人と人との距離が２ｍ以上となるよう複

数の会場を用意し、机を配置する。 
  ② 会場の扉は常時開放する。 
  ③ 会場入り口に「安心みえるＬＩＮＥ」のＱＲコードを掲示する。 
  



(3) その他 
 ① 参加者へは、可能な限りスマートフォンを活用した「新型コロナウイルス感染症 
  アプリ（ＣＯＣＯＡ）」の活用をお願いする。また、会場において「安心みえるＬ 

ＩＮＥ」ＱＲコードの読み込みをお願いする。 
  ② その他、最新の「新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準」 

に基づき、必要な感染症対策を講じる。 
 
９ 周知の方法 
(1) 事業所 

経済団体等から会員事業所に「事業所用参加申込書」を送付して、参加を依頼する。 
(2) 学校及び就職未内定生徒とその保護者 

県教育委員会事務局高校教育課及び県環境生活部私学課から学校へ案内文を送付し、
該当生徒とその保護者、教職員等に周知する。 

 
10 提出書類 
(1) 参加を希望する事業所は、「事業所用参加申込書」を県教育委員会事務局高校教育
課担当者あてにＦＡＸにて送付する。※１１月６日（金）締切 

(2) 県内高等学校及び特別支援学校は「学校参加票」を、関係機関は「関係機関参加票」
を、県教育委員会事務局担当者あてにメールにて送付する。 
※「学校参加申込書」１１月２０日（金）、｢関係機関参加票｣１１月６日（金）締切 

 
11 参加費 
  無料 
 
12 情報の提供等 

参加事業所、高等学校、特別支援学校、関係機関には、県教育委員会事務局高校教育
課から事前に就職相談会参加者の一覧表及び提出された情報を送付する。 

 
13 就職相談会後の手続き等 
(1) 事業所へ応募する意志がある生徒がいる場合、学校はハローワークから高卒求人票
を入手する。 

(2) 学校は、応募の可否を事業所に確認し、応募や入社試験等について連絡調整を行う。 


